
 　第３号様式（第３の３（２）イ（ア ））

●　県民生活を脅かす犯罪の徹底検挙と犯罪組織の壊滅に向けた取組の推進

 施策目標（ＰＬＡＮ）

　匿名・流動型犯罪グループの弱体化・壊滅に向けた取組の推進　

 実施項目（ＤＯ）

 １　匿名・流動型犯罪グループによる犯罪の徹底検挙及び実態解明の推進

２　犯罪収益の剝奪に着目した捜査の推進

 実績（成果 （ＣＨＥＣＫ））

 １　令和７年中の主な取組の推進結果

実行犯、指示役、中枢被疑　○　匿名・流動型犯罪グループによる広域強盗事件等の

 者を検挙した。

　○　電話ｄｅ詐欺で し、 で被疑者１７５人を検挙 うち暴力団等については、３４人

実行役以外の上位被疑者として１３人を検挙あった。また、受け子、出し子等の

 した。

　○　金融機関との連携協定を結び、情報提供により、 を電話ｄｅ詐欺の検挙と抑止

 図った。

  

 ２　電話ｄｅ詐欺の認知状況及び検挙状況【令和７年中暫定値】

  

 　 ○　ニセ警察詐欺等が大幅に増加

  ○　認知件数　１,２０６件

    （前年比＋２６２件、＋２７.８％）

  ○　被害総額　約７３.４億円

     (前年比＋約３１.４億円、＋７４.９％)

 ○　高齢者(６５歳以上)の割合　約６６％

      ８００件(前年比＋２８件、＋３.６％)

 

 

 　

 　

  ○　検挙状況

 　 　　人員１７５人、検挙件数２３１件　

    （前年比＋６人、＋２６件）

  ○　助長犯罪・組処法の検挙

      人員１３６人、件数２１０件

    （前年比－２２人、＋９件）

  ※　助長犯罪とは、口座の不正な取得、譲渡

  等、電話ｄｅ詐欺を助長する犯罪をいう。

 ※　組処法とは 「組織的な犯罪の処罰 、

   及び犯罪収益の規制等に関する法律」

 　 　　　 　　　　　  をいう。

【電話ｄｅ詐欺の認知状況】

【電話ｄｅ詐欺の検挙状況】



 ３　令和７年中の電話ｄｅ詐欺被害状況の分析【令和７年中暫定値】

 　 ○　手口別認知件数上位

     １位　オレオレ　６６８件(５５．４％)

     ２位　還付金　　１４１件(１１．７％)

     ３位　預貯金　　１３２件(１０．９％)

 　 ○　被害額上位（額は約）

     １位　オレオレ　　　５６.７億円

     ２位　架空料金請求　　６.６億円

     ３位　還付金　　　　　３.４億円

 　 ○　１件当たりの平均被害額上位（額は約）

     １位　金融商品　  ２,３２０万円

     　　　　　　　　　　　　　　　　 ２位  オレオレ　 　　８５０万円

               　　 　　　　　　　　  ３位　交際あっせん 　６３０万円

 ※　ニセ警察詐欺はオレオレ詐欺に含まれる。

 

 ４　ＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の認知状況及び検挙状況【令和７年中暫定値】

 　○　認知件数　３４１件　　　   （前年比＋１９３件、＋１３０.４％）

 　○　      (前年比＋３４.５億円、＋１２３.６％)被害総額　約６２.４億円

 　○　検挙状況 人員８人、件数８件（前年比－２人、＋１件）

ＳＮＳ等に掲載されたバナー広告等をきっかけに被害  ○　ＳＮＳ型投資詐欺では、

     に遭うものが被害全体の約６割を占める。

　　　ＳＮＳ型ロマンス詐欺では、 に遭ＳＮＳやマッチングアプリをきっかけに被害

     うものが被害全体の約８割を占める｡

 

 ５　組織的犯罪処罰法の適用状況

 

　○　令和７年中の組織的犯罪処罰法に

　　係るマネー・ローンダリング事犯に

 　　ついては、 した。１２７件適用

 

、 ※　マネー・ローンダリング行為とは

　　犯罪行為で得た不正な収益を正当な

　　取引で得た資金のように見せかける

　　行為のことをいう。

 今後の課題及び方針（ＡＣＴＩＯＮ）

 １　課題

 （１）広域的に資金獲得活動を行う中核的人物の実態解明及び検挙

 （２ 「道具屋」等の中核的人物の下に構築された） 違法なビジネスモデルの解体

 ２　方針

 （１）実行役及び助長犯の徹底検挙並びに多角的な取締りによる突上げ捜査の徹底

情報収集及び分析の徹底による実態解明の推進（２）新鮮かつ高度な

【組織的犯罪処罰法の適用件数】
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